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○小林市企業立地促進条例施行規則

平成21年３月24日

規則第９号

改正 平成22年３月19日規則第64号

平成23年３月28日規則第５号

平成23年７月１日規則第24号

平成25年４月１日規則第22号

平成28年６月30日規則第41号

平成28年８月26日規則第44号

令和４年２月28日規則第６号

小林市企業立地奨励条例施行規則（平成18年小林市規則第179号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、小林市企業立地促進条例（平成21年小林市条例第７号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

（工場、情報サービス施設、農畜産物等加工施設及び観光・スポーツ・レジャー産業関連

施設）

第３条 条例第２条第２号に規定する工場とは、次に掲げるものをいう。

(１) 繊維、金属、石油を原料とする施設

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が認める施設

２ 条例第２条第５号に規定する情報サービス施設とは、次に掲げるものをいう。

(１) ソフトウェア業（電子計算機のシステム・プログラム等の作成を行う業務）の用に

供する施設

(２) 情報処理・提供サービス業の用に供する施設

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が認める施設

３ 条例第２条第６号に規定する農畜産物等加工施設とは、次に掲げるものをいう。

(１) 農産物、畜産物、林産物等の加工施設

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が認める施設
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４ 条例第２条第７号に規定する観光・スポーツ・レジャー産業関連施設とは、次に掲げる

ものをいう。

(１) ホテル・旅館・ペンション・ロッジ

(２) 遊園地

(３) 展望施設

(４) ゴルフ場（パブリックゴルフ場を含む。）

(５) テニス場

(６) スケート場

(７) キャンプ場

(８) レジャーランド

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める施設

（助成金）

第４条 条例第３条第１項第２号に規定する助成金の種類、交付対象者、内容及び限度額は、

別表に定めるところによる。

２ 前項の規定にかかわらず、１指定工場等当たりの助成金の全てを合計した額は、１年度

につき１億円を限度とする。

（指定の申請）

第５条 条例第５条第１項に規定する指定の申請は、工場等の設置に係る工事着手以前に指

定申請書（様式第１号）により行うものとする。ただし、相当の理由があると認めるとき

は、着手した日以後においても申請を行うことができる。

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の可否を決定し、

指定（却下）通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。

（操業開始の届出）

第６条 指定企業は、工場等の操業を開始したときは、条例第５条第３項の規定により、遅

滞なく操業開始届（様式第３号）により市長に届け出なければならない。

（奨励措置の適用申請）

第７条 条例第３条第１項第１号に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする指定

企業は、条例第６条第１項の規定により固定資産税課税免除申請書（様式第４号）を毎年

１月31日までに市長に提出しなければならない。
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２ 市長は、前項に規定する固定資産税課税免除申請があったときは、条例第６条第２項の

規定により、その内容を審査の上課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定（却

下）通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。

３ 条例第３条第１項第２号に規定する奨励措置の適用を受けようとする指定企業は、条例

第６条第１項の規定により企業立地助成金交付申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を

添えて、当該指定工場等の操業開始の日（以下「基準日」という。）以後１年を経過した

日（賃借料助成金及び通信回線使用料助成金の申請にあっては、基準日以後１年、２年及

び３年をそれぞれ経過した日）から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

(１) 市税等の完納証明書

(２) 新規雇用従業員の住所及び氏名一覧表（雇用促進助成金の申請に限る。）

(３) 新規雇用従業員の雇用保険被保険者証の写し（雇用促進助成金の申請に限る。）

(４) 指定工場等の用に供するための土地及び家屋の賃貸借契約書の写し（賃借料助成金

の申請に限る。）

(５) 指定工場等の用に供するための土地及び家屋の賃貸料の領収書の写し（賃借料助成

金の申請に限る。）

(６) 指定工場等の用に供するための専用通信回線の使用料の領収書の写し（通信回線使

用料助成金の申請に限る。）

(７) 指定工場等の用に供するために施設の改修等をした工事の見積書及び図面（施設設

備助成金の申請に限る。）

(８) 指定工場等の用に供するために施設の改修等をした工事費の領収書の写し（施設設

備助成金の申請に限る。）

(９) その他市長が必要と認める書類

４ 市長は、前項に規定する助成金交付申請があったときは、条例第６条第２項の規定によ

り、その内容を審査の上助成金の交付の可否を決定し、企業立地助成金交付決定（却下）

通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。

（地位承継の届出）

第８条 条例第８条第２項に規定する地位承継の届出については、その承継の事実が生じた

後、遅滞なく地位承継届（様式第８号）により、市長に提出しなければならない。
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２ 市長は、前項の規定による届出を承認したときは、届出者に対して地位承継承認書（様

式第９号）により通知するものとする。

（申請事項の変更）

第９条 条例第９条に規定する変更の申請をする指定企業は、あらかじめ申請事項変更承認

申請書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による変更の申請を承認したときは、申請者に対して変更承認通知

書（様式第11号）を通知するものとする。

（財産処分）

第10条 条例第10条第２項に規定する財産処分の承認は、財産処分承認申請書（様式第12

号）により行うものとする。

（工場等の廃止等の届出）

第11条 指定企業は、条例第11条に該当するときは、遅滞なく事業廃止（休止）届（様式第

13号）により、市長に届け出なければならない。

（指定の取消し等）

第12条 市長は、指定企業が条例第12条第１項各号に該当すると認めるときは、指定取消等

通知書（様式第14号）により通知するものとする。

（事業報告書等の提出）

第13条 指定企業は、奨励措置を受けている期間において、毎事業年度終了の日から60日以

内に事業報告書（様式第15号）を市長に提出しなければならない。

（審議会の委員）

第14条 条例第14条に規定する小林市企業立地奨励審議会（以下「審議会」という。）は、

次に掲げる者をもって組織する。

(１) 知識経験を有する者

(２) 市の職員

（審議会の会長及び副会長）

第15条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２ 会長は、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。
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（審議会の会議）

第16条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 審議会は、調査、審査のため必要があると認めるときは、関係者の説明を聴取し、又は

関係者に資料を求めることができる。

（庶務）

第17条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

（その他）

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。

（野尻町の編入に伴う経過措置）

２ 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町企業立地促進条例施行規則（平成８年

野尻町規則第13号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規

定によりなされたものとみなす。

附 則（平成22年３月19日規則第64号）

この規則は、平成22年３月23日から施行する。

附 則（平成23年３月28日規則第５号）

（施行期日）

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により

使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則（以下「改正後の規則」と

いう。）の様式によるものとみなす。

３ 改正後の規則は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に指定を受けた

工場等に適用し、施行日前に指定を受けた工場等については、なお従前の例による。

附 則（平成23年７月１日規則第24号）
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（施行期日）

１ この規則は、平成23年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により

使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則の様式によるものとみなす。

附 則（平成25年４月１日規則第22号）抄

（施行期日）

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成28年６月30日規則第41号）

（施行期日）

１ この規則は、平成28年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により

使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則（以下「改正後の規則」と

いう。）の様式によるものとみなす。

３ 改正後の規則は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に指定を受けた

工場等に適用し、施行日前に指定を受けた工場等については、なお従前の例による。

附 則（平成28年８月26日規則第44号）

（施行期日）

１ この規則は、平成28年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に改正前の小林市企業立地促進条例施行規則による様式により

使用される書類は、改正後の小林市企業立地促進条例施行規則（以下「改正後の規則」と

いう。）の様式によるものとみなす。

３ 改正後の規則は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に指定を受けた

工場等に適用し、施行日前に指定を受けた工場等については、なお従前の例による。

附 則（令和４年２月28日規則第６号）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。
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別表（第４条関係）

助成金の

種類

助成金の交付対象者 助成金の内容 限度額

雇用促進

助成金

新規雇用従業員を常時雇

用する指定企業

新規雇用従業員の数に20万円を乗

じて得た額を１年度に限り交付す

る。ただし、新規雇用従業員のうち

短時間従業員（１週間の労働時間が

当該工場等の一般従業員の所定労

働時間より短い契約内容によって

雇用される者をいう。以下同じ。）

に係る雇用促進助成金は、当該短時

間従業員の数に10万円を乗じて得

た額とする。

なし

設備投資

助成金

指定工場等の用に供する

ための固定資産（基準日前

３年以内に取得したもの

に限る。以下この項におい

て同じ。）を取得した指定

企業

基準日の属する年度の翌年度に課

すこととなる当該固定資産の固定

資産税相当額に２を乗じて得た額

を１年度に限り交付する。ただし、

その額に１万円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。

１指定工場等当た

りの設備投資助成

金は、3,000万円を

限度とする。ただ

し、１指定工場等

当たりの設備投資

助成金及び賃借料

助成金を合計した

額は、3,000万円を

限度とする。

賃借料助

成金

指定工場等の用に供する

ため、土地又は家屋（以下

「物件」という。）を賃借

している指定企業で、当該

物件が次の各号のいずれ

にも該当するものに限る。

（１） 賃貸借契約を締

結しているもの

（２） 市が実施する他

次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額を３年度に限り交

付する。

（１） 市以外の賃借料助成制度

を利用していない場合 当該

土地及び家屋の１月当たりの

賃借料（敷金、権利金、保証金

その他これらに類する経費を

除き、30万円を限度とする。）
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の賃借料助成制度を

利用していないもの

（３） 市有物件でない

もの

の12月分

（２） 市以外の賃借料助成制度

を利用している場合 前号に

定める額又は当該土地及び家

屋の１月当たりの賃借料（敷

金、権利金、保証金その他これ

らに類する経費を除く。）の12

月分から市以外の賃借料助成

額を控除した額のいずれか少

ない額

通信回線

使用料助

成金

指定工場等（情報サービス

施設に限る。）の用に供す

るための専用通信回線を

使用する指定企業

次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額を３年度に限り交

付する。

（１） 市以外の通信回線使用料

助成制度を利用していない場

合 当該専用通信回線の年間

の使用料に100分の80を乗じて

得た額

（２） 市以外の通信回線使用料

助成制度を利用している場合

前号に定める額又は当該専用

通信回線の年間の使用料から

市以外の通信回線使用料助成

額を控除した額のいずれか少

ない額

１年度につき500

万円を限度とす

る。

施設整備

助成金

指定工場等（情報サービス

施設に限る。）の用に供す

るための施設の改修等を

した指定企業で、次の各号

次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額を１年度に限り交

付する。

（１） 市以外の改修等助成制度

1,000万円を限度

とする。
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のいずれにも該当するも

のに限る。

（１） 賃貸借契約を締

結しているもの

（２） 市が実施する他

の改修等助成制度を

利用していないもの

（３） 基準日前１年以

内に整備されたもの

であること。

（４） 建物、駐車場及

び設備が、従業員の労

働環境に配慮されて

いるもの

を利用していない場合 当該

改修等に要した費用に100分の

50を乗じて得た額

（２） 市以外の改修等助成制度

を利用している場合 前号に

定める額又は当該改修等に要

した費用から市以外の改修等

助成額を控除した額のいずれ

か少ない額
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様式第１号（第５条関係）

様式第２号（第５条関係）

様式第３号（第６条関係）

様式第４号（第７条関係）

様式第５号（第７条関係）

様式第６号（第７条関係）

様式第７号（第７条関係）

様式第８号（第８条関係）

様式第９号（第８条関係）

様式第10号（第９条関係）

様式第11号（第９条関係）

様式第12号（第10条関係）

様式第13号（第11条関係）

様式第14号（第12条関係）

様式第15号（第13条関係）


